
別紙(１９－１）

政策評価調書（政策評価体系図）

所管名：　外務省

＜記載例１＞ ＜記載例２＞

政策評価
調書番号

政策評価
調書番号

上位レベル　　（注１，２） 上位レベル

中位レベル　　（注１，２） 中位レベル

下位レベル　　（注１，２） 下位レベル

Ⅰ．地域別外交 Ⅰ．地域別外交

１．アジア大洋州地域外交 １．アジア大洋州地域外交 1

（１）東アジアにおける地域協力の
強化

（１）東アジアにおける地域協力の強化

（２）朝鮮半島の安定に向けた努
力

（２）朝鮮半島の安定に向けた努力

（３）未来志向の日韓関係の推進 （３）未来志向の日韓関係の推進

（４）未来志向の日中関係の推進
及び日モンゴル関係の強化等

（４）未来志向の日中関係の推進及び
日モンゴル関係の強化等

（５）ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾐｬﾝ
ﾏｰとの友好関係の強化

（５）ﾀｲ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾐｬﾝﾏｰと
の友好関係の強化

（６）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､東ﾃｨﾓｰ
ﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾌﾞﾙﾈｲ､ﾏﾚｰｼｱとの友
好関係の強化

（６）ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､東ﾃｨﾓｰﾙ､ﾌｨ
ﾘﾋﾟﾝ､ﾌﾞﾙﾈｲ､ﾏﾚｰｼｱとの友好関係の強
化

（７）南西ｱｼﾞｱ諸国との友好関係
の強化

（７）南西ｱｼﾞｱ諸国との友好関係の強
化

（８）大洋州地域諸国との友好関
係の強化

（８）大洋州地域諸国との友好関係の
強化

２．北米地域外交 ２．北米地域外交 2

（１）北米諸国との政治分野での
協力推進

（１）北米諸国との政治分野での協力
推進

（２）北米諸国との経済分野での
協力推進

（２）北米諸国との経済分野での協力
推進

（３）米国との安全保障分野での （３）米国との安全保障分野での協力

２２年度概算要求における政策評価体系図
【基本（実施）計画（２２年３月策定（予定）】（注４）

２１年度成立予算における政策評価体系図
【基本（実施）計画（２１年７月策定）】（注３）

（３）米国との安全保障分野での
協力推進

（３）米国との安全保障分野での協力
推進

３．中南米地域外交 ３．中南米地域外交 3

（１）中南米地域・中米・ｶﾘﾌﾞ諸国
との協力及び交流強化

（１）中南米地域・中米・ｶﾘﾌﾞ諸国との
協力及び交流強化

（２）南米諸国との協力及び交流
強化

（２）南米諸国との協力及び交流強化

４．欧州地域外交 ４．欧州地域外交 4

（１）欧州地域との総合的な関係
強化

（１）欧州地域との総合的な関係強化

（２）西欧及び中・東欧諸国との間
での二国間及び国際場裡におけ
る協力の推進

（２）西欧及び中・東欧諸国との間での
二国間及び国際場裡における協力の
推進

（３）ﾛｼｱとの平和条約締結交渉
の推進及び幅広い分野における
日露関係の進展

（３）ﾛｼｱとの平和条約締結交渉の推
進及び幅広い分野における日露関係
の進展

（４）中央ｱｼﾞｱ･ｺｰｶｻｽ諸国との関
係の強化

（４）中央ｱｼﾞｱ･ｺｰｶｻｽ諸国との関係の
強化

５．中東地域外交 ５．中東地域外交 5

（１）中東地域安定化に向けた働
きかけ

（１）中東地域安定化に向けた働きか
け

（２）中東諸国との二国間関係の
強化

（２）中東諸国との二国間関係の強化



別紙(１９－１）

政策評価調書（政策評価体系図）

６．アフリカ地域外交 ６．アフリカ地域外交 6

（１）ｱﾌﾘｶ開発会議(TICAD)ﾌﾟﾛｾｽ
を通じたｱﾌﾘｶ開発の推進

（２）多国間枠組みにおける対ｱﾌﾘ
ｶ協力の推進

（３）日・ｱﾌﾘｶ間の相互交流及び
我が国の対ｱﾌﾘｶ政策に関する広
報の推進

（２）日・ｱﾌﾘｶ間の相互交流及び我が
国の対ｱﾌﾘｶ政策に関する広報の推進

Ⅱ．分野別外交 Ⅱ．分野別外交

１．国際の平和と安定に対する取組 １．国際の平和と安定に対する取組 7

（１）中長期的かつ総合的な外交
政策の企画立案と対外発信

（１）中長期的かつ総合的な外交政策
の企画立案と対外発信

（２）日本の安全保障に係る基本
的な外交政策

（２）日本の安全保障に係る基本的な
外交政策

（３）国際平和協力の拡充、体制
の整備

（３）国際平和協力の拡充、体制の整
備

（４）国際ﾃﾛ対策協力及び国際組
織犯罪への取組

（４）国際ﾃﾛ対策協力及び国際組織犯
罪への取組

（５）国連を始めとする国際機関に
おける我が国の地位向上、望まし
い国連の実現

（５）国連を始めとする国際機関におけ
る我が国の地位向上、望ましい国連の
実現

（６）国際社会における人権・民主
主義の保護・促進のための国際
協力の推進

（６）国際社会における人権・民主主義
の保護・促進のための国際協力の推
進

8

9

（１）原子力の平和的利用のため
の国際協力の推進

（１）原子力の平和的利用のための国
際協力の推進

（２）科学技術に係る国際協力の
推進

（２）科学技術に係る国際協力の推進

４．国際経済に関する取組 ４．国際経済に関する取組 10

（１）多角的自由貿易体制の維
持・強化と経済連携の推進

（１）多角的自由貿易体制の維持・強化
と経済連携の推進

３．原子力の平和的利用及び科学技術
　　分野での国際協力

（１）TICADﾌﾟﾛｾｽ及び多国間枠組みを
通じたｱﾌﾘｶ開発の推進

２．軍備管理・軍縮・不拡散への取組 ２．軍備管理・軍縮・不拡散への取組

３．原子力の平和的利用及び科学
　　技術分野での国際協力

持・強化と経済連携の推進 と経済連携の推進

（２）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の進展に対応する
国際的な取組

（２）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化の進展に対応する国際
的な取組

（３）重層的な経済関係の強化 （３）重層的な経済関係の強化

（４）経済安全保障の強化 （４）経済安全保障の強化

（５）海外の日本企業支援と対日
投資の促進

（５）海外の日本企業支援と対日投資
の促進

（６）ｱｼﾞｱ太平洋経済協力
（APEC）を通じた経済関係の発展

（６）ｱｼﾞｱ太平洋経済協力（APEC）を通
じた経済関係の発展

５．国際法の形成・発展に向けた取組 ５．国際法の形成・発展に向けた取組 11

（１）国際法規の形成への寄与と
外交実務への活用

（１）国際法規の形成への寄与と外交
実務への活用

（２）政治・安全保障分野における
国際約束の締結・実施

（２）政治・安全保障分野における国際
約束の締結・実施

（３）経済及び社会分野における
国際約束の締結・実施

（３）経済及び社会分野における国際
約束の締結・実施

12

Ⅲ．広報、文化交流及び報道対策 Ⅲ．広報、文化交流及び報道対策

１．海外広報、文化交流 １．海外広報、文化交流 13

（１）海外広報 （１）海外広報

（２）国際文化交流の促進 （２）国際文化交流の促進

（３）文化の分野における国際協
力

（３）文化の分野における国際協力

６．的確な情報収集及び分析、並びに情
報及び分析の政策決定ﾗｲﾝへの提供

６．的確な情報収集及び分析、並びに情報及
び分析の政策決定ﾗｲﾝへの提供



別紙(１９－１）

政策評価調書（政策評価体系図）

２．報道対策、国内広報、ＩＴ広報 ２．報道対策、国内広報、ＩＴ広報 14

（１）適切な報道機関対策・国内広
報の実施

（１）適切な報道機関対策・国内広報の
実施

（２）効果的なＩＴ広報の実施 （２）効果的なＩＴ広報の実施

（３）効果的な外国報道機関対策
の実施

（３）効果的な外国報道機関対策の実
施

Ⅳ．領事政策 Ⅳ．領事政策

１．領事ｻｰﾋﾞｽの充実 １．領事ｻｰﾋﾞｽの充実 15

16

３．外国人問題への対応強化 ３．外国人問題への対応強化 17

Ⅴ．外交実施体制の整備・強化 Ⅴ．外交実施体制の整備・強化

１．外交実施体制の整備・強化 １．外交実施体制の整備・強化

Ⅵ．経済協力 Ⅵ．経済協力

１．経済協力 １．経済協力 18

２．地球規模の諸問題への取組 ２．地球規模の諸問題への取組 19

（１）人間の安全保障の推進と我
が国の貢献

（１）人間の安全保障の推進と我が国
の貢献

（２）環境問題を含む地球規模問
題への取組

（２）環境問題を含む地球規模問題へ
の取組

Ⅶ．分担金・拠出金 Ⅶ．分担金・拠出金

20

21

22

注）１． 政策評価において使用している政策レベルの名称を記載すること。

２．海外邦人の安全確保に向けた取組 ２．海外邦人の安全確保に向けた取組

２．外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを活用
　　した業務改革

１．国際機関を通じた政務及び安全保障分野
に係る国際貢献

２．国際機関を通じた経済及び社会分野に係
る国際貢献

３．国際機関を通じた地球規模の諸問題に係
る国際貢献

２．国際機関を通じた経済及び社会分野
に係る国際貢献

３．国際機関を通じた地球規模の諸問題
に係る国際貢献

２．外交通信基盤の整備・拡充及びＩＴを
　　活用した業務改革

１．国際機関を通じた政務及び安全保障
分野に係る国際貢献

注）１． 政策評価において使用している政策レベルの名称を記載すること。

２． 予算書における項・事項と一致する政策レベルは必ず記載すること。

３．

４．

５．

６．

予算書における項・事項と一致する政策レベル以外でも評価を実施している場合は、個別票を別途作成することとし、政
策評価調書番号は記載例２のとおり付番すること。

政策ごとの予算がないものについては、政策評価調書番号欄に「－」を記載する。

２１年度成立予算における政策評価体系図については、２１年度成立予算に沿って実施する政策の評価に係る体系図を
記載すること。また、体系が記載されている根拠となるもの（２１年度成立予算に対応する政策評価基本計画、実施計画
等）及びその策定年月を記載すること。

２２年度概算要求における政策評価体系図については、概算要求に沿って２２年度において実施することが予定されてい
る政策を記載すること。また、体系が記載されている根拠となるもの（政策評価基本計画、実施計画等、予定を含む）及び
その策定年月を記載すること。なお、２２年度の新規の政策及び前年度政策評価体系図における政策の名称から変更が
あるものについては、下線を付すこと。


